
歳時記

『無事故日数 24日』（2/29現在）

令和6年 3月号

会費納入について

振込用紙を2月中旬に発送しています。

会費納入の期限は3/25（月）までとなりますので、

忘れないうちにお振込みをお願いします。

事故発生

2/15(木)工場にて就業中、台車を運搬していたところ

ゴムバンドが外れて金具がメガネを直撃し、割れたレ

ンズの一部が目に入った。

令和6年度 安全就業推進スローガン

安全適正就業委員会にて、今年も多数の応募の中から優秀作品が選ばれました！！

◆声かけて ルール守りて 事故はなし

神河町 林 妙子さん

◆安全作業 声掛け合う 危険予知

神河町 川本 義廣さん

◆事故の芽は いつもこころに ひそんでる

福崎町 山本 秀雄さん

4月から新たな就業先で働く方もおられると思います。

慣れない場所での就業が事故につながるケースもあり

ます。何事も無理せず“安全第一”で就業していただく

ようお願いします。

定時総会について

令和6年5月29日(水)午後～

神河町中央公民館グリンデルホールにて

定時総会を開催します。

詳細は後日お知らせします。

みなさんご出席お願いします。

安全・剪定講習会

日 程：3月13日(水)14日(木)

雨天の場合の予備日15日(金)

時 間：9時～16時

場 所：13(水)午前 瀬加小学校

午後 笠形会館（市川町上牛尾94-1）

14(木)終日 笠形会館

※天候により変更になる場合があります

内 容：一般樹木の剪定

申込み：本部事務所（ 27-0044）

超初心者の方対象の見学会も同時に行います。

剪定に興味のある方、ご参加ください。

以上3名の方おめでとうございます！！

たくさんのご応募ありがとうございました。



①神河町

②介護施設

③入浴介助補助

④週2～3日

⑤8時～12時

⑥40,000円程度

⑦女性

①福崎町

②工場

③清掃

④月8日程度

⑤8時半～15時半

(ローテーション)

⑥55,000円程度

⑦女性

発注者

募集就業先一覧

①場所 ②就業先 ③仕事内容 ④就業日 ⑤就業時間 ⑥1か月の配分金目安 ⑦その他

①神河町

②工場

③清掃

④週2日程度(シフト)

⑤8時半～12時半

⑥28,000円程度

⑦女性

新たな法律により、契約方法の見直しが行われます。

地区別懇談会に出席できなかった方もおられるので、フリーランス法・インボイス制度・デジタル化を踏まえた

契約方法の見直し（包括契約）について、下記の図にてご確認ください。

センター（事務局） 会員（フリーランス）

企業、公共（一般家庭、個人を除く）
長期、単発にかかわらず全て（インボイス制度）

同意することで発注者と会員も契約を結ぶ
（包括契約）仕事の依頼

利用契約書を交わす
（フリーランス法）

業務内容の仕様書（同意書）の明示の義務化と同意
（デジタル化 フリーランス法）

同意することで就業が可能となる
（フリーランス法）

ポイント

①「フリーランス法」により業務内容は口頭ではなく、仕様書（同意書）として会員に明示しなくてはいけなくなる

（発注者が企業や公共の場合）

②会員が仕様書（同意書）に同意することで、発注者と会員は「包括契約」を結ぶこととなり就業が可能になる

③この仕様書（同意書）の明示を「デジタル（会員専用サイトsmile to smile）」にて行う

発注者が一般家庭・個人の場合は今まで通り口頭で行います

④「包括契約」となることで、「インボイス制度」に関わる納税は発注者が行う

つまり・・・

フリーランス法が施行され、会員と発注者が包括契約を結ぶことにより、デジタル化が進み、インボイス制度による

納税はセンターではなく発注者となります。

しかし、このように契約方法が見直されても、シルバーの趣旨や就業等については、今後も変わることはありません。

包括契約となった場合も、これまで通り発注者との交渉事や、やり取りはセンターが責任をもって行いますので、

みなさんは今まで通り、安心して就業していただくようお願いします。

令和6年秋頃にフリーランスを守るための法律として「フリーランス法」が新たに施行される予定です。
個人事業主である会員はフリーランスとみなされるので、この法律に直接関わってきます。

①神河町

②廃棄物処理施設

③ゴミの分別

④週1～2日

⑤9時半～15時半(シフト)

⑥44,000円程度

⑦女性

請負 請負 請負 派遣
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